
 

 

 

 

 

 
  

第 １ 章 

 

計画の基本的な考え方 
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（１） 計画の目的 
 
「豊島区実施計画」(以下「実施計画」といいます。)は、区政運営の最高指針である「豊島区基本構想」(以下

「基本構想」といいます。)及び、区の最上位計画である「豊島区基本計画」(以下「基本計画」といいます。)に示した
施策を具体的な事業に結びつけ、実行するための年次計画です。 

 
 

（２） 計画期間 
 
計画期間は１年間とし、さらに先の２年間の方向性を示す年次計画として、毎年度策定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３） 基本計画と実施計画の一体的な進行管理 
 
基本計画では、基本構想の実現に向けて、地域経営の方針及び７つのまちづくりの方向性に基づいた 50 の施策

と、未来を見据えた持続可能な行財政運営の取組方針を定めています。 
実施計画では、基本計画を踏まえ、計画事業（施策を実現するため、特に進捗管理を必要とする事業）と分野

横断的な取組、未来を見据えた持続可能な行財政運営に向けた具体的な取組内容を定めます。 
このように、基本計画と実施計画を連動させるとともに、目標に向かって効果的に取組が進んでいるかを確認するた

めの指標を設定し、一体的に進行管理を行います。 
進行管理にあたっては、施策ごとに設定した指標を活用した行政評価を毎年度実施し、目標の進捗状況を管理す

るとともに必要に応じて改善につなげていきます。 
計画事業と分野横断的な取組に設定した指標の達成状況については、毎年度「主要な施策の成果報告」で明ら

かにします。 
あわせて、持続可能な行財政運営の取組の一つとして、中長期的な区施設の更新計画である「豊島区公共施設

更新計画」(以下「公共施設更新計画」といいます。)の具体的な進捗把握・計画変更等の反映を行います。 
  

１ 計画の位置づけ 
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計画事業は、①施策を構成する主要な事業、②指標への貢献度が高い事業で、毎年度、進行管理を行います。
さらに、令和 9 年度以降の新規・拡充事業について、計画事業に相当する事業については、新たに位置づけます。 
 

 

２ 計画事業について 
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区は、基本構想に掲げる「理念」と「まちづくりの方向性」の実現に向けて、区民目線での行政運営を計画的・戦略
的に推進します。 

それぞれのまちづくりの方向性における施策の実行にあたっては、以下に掲げる３つの理念の実現に向けた取組方
針と、区民目線での分野横断的な対応を強く意識し、「誰もがいつでも主役」の、「みんながつながる」、「出会いと笑顔
が咲きほこる、憧れのまち」を目指します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

（１） 「３つの理念」の実現に向けた取組方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

３ 「３つの理念」と「７つのまちづくりの方向性」 

(1)平和と人権の尊重された

社会の実現 

(2)ジェンダー平等の実現 

(3)外国人も地域で輝く 

「多文化共生」の推進 

 

(1)参画・協働・共創の重要性 

(2)参画の推進と情報共有 

(3)多様な主体による協働の

推進 

(4)共創の推進による持続 

可能な社会の構築 

（1)地域に息づく文化・歴史

の継承と発展 

(2)地域の特性や資源を生か

したまちづくりの推進 

 

誰もがいつでも主役 みんながつながる 
出会いと笑顔が咲きほこる、

憧れのまち 
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（２） 「７つのまちづくりの方向性」における施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 地域と共に支えあう安全・安心なまち 

２ 子育てしやすく、子ども・若者が自分らしく成長できるまち 

３ 生涯にわたり健康で、地域で共に暮らせる福祉のまち 
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４ 豊かな心と活発な交流を育む多彩な文化のまち 

５ 活気とにぎわいを生みだす産業と観光のまち 

６ 共につくる地球にも人にもやさしいまち 

７ 誰もが居心地の良い歩きたくなるまち 
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